
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
規

則

〇
教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す

　

る
規
則 

（
人　

事　

課
）　

　

一

〇
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（　
　

同　
　

）　

一
一

〇
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
市
町
村
課
）　

一
一

 
訓

令

甲

〇
附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
人　

事　

課
）　

一
一

〇
保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
単
純
労
務
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

　

す
る
訓
令 

（　
　

同　
　

）　

一
二

〇
職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
行
政
管
理
室
）　

一
七

〇
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
私
学
文
書
課
）　

一
九

〇
宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

（
税　

務　

課
）　

一
九

 
告

示

〇
全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更 

（
財　

政　

課
）　

二
〇

〇
関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
変
更 

（　
　

同　
　

）　

二
〇

 
規

則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
三
号

　
　
　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

教
育
委
員
会
等
へ
の
事
務
の
委
任
及
び
補
助
執
行
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
宮
城
県
規
則
第
六
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
第
三
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
三
十
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
四
号

　
　
　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
十
五
条
の
二
及
び
第
三
十
一
条
中
「
同
条
例
」
を
「
減
免
条
例
」
に
改
め
る
。

　

第
四
十
七
条
を
削
り
、
第
四
十
六
条
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
二
号
」
に
、「
第

八
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
の
表
中

を
 

に
改
め
、
同
条
第
二
号
の
表
中

を
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「

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

」

「

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

一
級
か
ら
三
級
ま
で
の
各
級

」

「

小
腸
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

」



に
改
め
、
同
条
を
第
四
十
七
条
と
し
、
第
四
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
自
動
車
の
構
造
又
は
設
備
）

第
四
十
六
条　

減
免
条
例
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
構
造
又
は
設
備
は
、
乗
降
補
助
装
置
、

車
い
す
の
昇
降
装
置
、
固
定
装
置
及
び
収
納
装
置
、
浴 
槽 
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
県
税
事
務
所
長
が
必
要

そ
う

と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

２　

減
免
条
例
第
七
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
構
造
又
は
設
備
は
、
車
い
す
固
定
装
置
、
ス
ロ
ー

プ
板
及
び
車
高
調
整
機
能
に
係
る
装
置
と
す
る
。

３　

減
免
条
例
第
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
費
用
に
は
、
前
二
項
に
規
定
す
る
構
造
又
は
設
備
の
取
付
け
等
に

伴
う
屋
根
そ
の
他
の
自
動
車
の
形
状
の
変
更
に
要
し
た
費
用
を
含
む
も
の
と
す
る
。

４　

減
免
条
例
第
七
条
の
二
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
構
造
又
は
設
備
は
、
車
い
す
の
昇
降
装
置
及
び
固
定

装
置
、
浴 
槽 
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
で
県
税
事
務
所
長
が
必
要
と
認
め
る
も
の
と
す
る
。

そ
う

　

第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
第
八
条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
八

条
の
三
第
一
号
」
を
「
第
七
条
第
一
項
第
四
号
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
第
四
十
六
条
第
一
号
」
を
「
第
四
十
七

条
第
一
号
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
第
四
十
六
条
第
二
号
」
を
「
第
四
十
七
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
第
四
十
六
条
第
三
号
」
を
「
第
四
十
七
条
第
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
第
四
十
六
条
第
四
号
」
を
「
第

四
十
七
条
第
四
号
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
の
二
第
一
項
又
は
第
八
条
の
三
第
二
号
」
を
「
第
七
条
第
一

項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又
は
第
七
条
の
二
第
一
号
」
に
、「
第
六
項
及
び
第
九
項
」
を
「
第
四
項
及
び
第
六
項
」

に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
八
条
の
三
第
三
号
」
を
「
第
七
条
の
二
第
二
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
四
条
の
五
第
一
号
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
一
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
一
号
」
に
改

め
、
同
条
第
二
号
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
二
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条

第
三
号
中
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
四
第
四
号
」
を
「
附
則
第
十
二
条
の
二
の
七
第
四
号
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
の
見
出
し
中
「
範
囲
等
」
を
「
利
用
に
供
す
る
た
め
の
自
動
車
の
構
造
又
は
設
備
等
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
一
項
中
「
第
四
十
六
条
」
を
「
第
四
十
七
条
」
に
、「
第
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
条

の
四
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
項
の
前
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

    
第
四
十
六
条
第
四
項
の
規
定
は
、
減
免
条
例
第
八
条
の
三
第
十
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
構
造
又
は
設
備

に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
五
十
六
条
の
四
第
一
項
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
三
第
一
項
」
に
、「
第
九
条
第
四
項
」
を
「
第
九

条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
及
び
第
三
項
中
「
第
七
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
七
条
の
四
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
四
項
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
第
七
条
の
三
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四

項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
第
七
条
の
四
」
を
「
第
八
条
の
二
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
七
項

中
「
第
八
条
」
を
「
第
八
条
の
三
第
三
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
に
次
の

一
項
を
加
え
る
。

７　

第
四
十
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
減
免
条
例
第
八
条
の
三
第
十
三
号
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
減
免
条

例
第
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
事
実
を
証
す
る
書
面
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

別
表
様
式
第
百
二
十
一
号
の
二
の
項
中
「
自
動
車
税
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
交
付
申
請
書
」
を
「
自
動
車
税
継
続

検
査
（
構
造
等
変
更
検
査
）
用
納
税
証
明
書
交
付
申
請
書
」
に
改
め
、
同
表
様
式
第
百
二
十
二
号
の
二
の
項
中
「
自
動

車
継
続
検
査
申
請
書
用
納
税
証
明
印
」
を
「
自
動
車
継
続
検
査
（
構
造
等
変
更
検
査
）
申
請
書
用
納
税
証
明
印
」
に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
動
車
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
動
車
取
得
税

め
、
同
表
第
百
二
十
三
号
の
三
の
項
中　
　
　
　
　
　
　

減
免
（
免
除
）
申
請
書　

を　
　
　
　
　
　
　

減
免
（
免
除
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
動
車
取
得
税　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　

自
動
車
税

申
請
書　

に
改
め
、
同
表
様
式
第
百
二
十
三
号
の
五
の
項
中
「
自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
減
免
（
免
除
）
申
請
に
係

　
　
　

」

　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
動
車
取
得
税

る
決
定
通
知
書
」
を　
　
　
　
　
　
　

減
免
（
免
除
）
申
請
に
係
る
決
定
通
知
書　

に
改
め
、
同
表
中
様
式
第
百
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
動
車
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

三
号
の
八
の
項
を
様
式
第
百
二
十
三
号
の
九
の
項
と
し
、
様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
の
項
を
様
式
第
百
二
十
三
号
の
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
動
車
税　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
自
動
車
取
得
税

の
項
と
し
、
同
表
様
式
第
百
二
十
三
号
の
六
の
項
中　
　
　
　
　
　
　

免
除
申
請
済
印　

を　
　
　
　
　
　
　

減
免
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
動
車
取
得
税　
　
　
　
　
　

」　

　

自
動
車
税

請
済
印
」
に
改
め
、
同
項
を
同
表
様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
の
項
と
し
、
同
表
様
式
第
百
二
十
三
号
の
五
の
項
の
次
に

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の　

自
動
車
税
減
免
決
定
通
知
書　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減
免
条
例
第
九
条

　

六　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

様
式
第
五
号
（
そ
の
一
）（
表
）、
様
式
第
五
号
（
そ
の
二
）、
様
式
第
五
号
（
そ
の
三
）（
表
）
及
び
様
式
第
五
号

（
そ
の
五
）（
表
）
中
「宮

城
県
出
納
長

」
を
「宮

城
県
会
計
管
理
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
（
そ
の
六
）
中
「宮

城
県
出
納
長

」
を
「宮

城
県
会
計
管
理
者

」
に
、
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「

小
腸
機
能
障
害

肝
臓
機
能
障
害

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

特
別
項
症
か
ら
第
三
項
症
ま
で
の
各
項
症

」



「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　

め
る
。

　

様
式
第
五
号
（
そ
の
七
）、
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
一
）（
表
）
及
び
様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
二
）（
表
）
中
「宮

城
県
出
納
長

」
を
「宮

城
県
会
計
管
理
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
三
）（
表
）
中
「宮

城
県
出
納
長

」
を
「宮

城
県
会
計
管
理
者

」
に
、

 

「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　

め
る
。

　

様
式
第
五
号
の
二
（
そ
の
四
）（
表
）、
様
式
第
十
五
号
の
二
（
表
）
及
び
様
式
第
三
十
八
号
（
そ
の
四
）
中
「宮

城

県
出
納
長

」
を
「宮

城
県
会
計
管
理
者

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
三
十
八
号
（
そ
の
五
）
中
「宮

城
県
出
納
長

」
を
「宮

城
県
会
計
管
理
者

」
に
、

 

（3）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第14号　　 



「　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」　
　

め
る
。

　　

様
式
第
四
十 
七
号
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改
め
る
。

 

　

様
式
第
百
二
十
一
号
の
二
中
「自

動
車
税
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
交
付
申
請
書

」
を
「自

動
車
税
継
続
検
査

（構

造
等
変
更
検
査

）用
納
税
証
明
書
交
付
申
請
書

」
に
、「継

続
検
査
用
以
外

」
を
「継

続
検
査

（構
造
等
変
更
検
査

）

用
以
外

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
二
号
（
そ
の
一
）
及
び
様
式
第
百
二
十
二
号
（
そ
の
二
）
中
「（継

続
検
査
用

）」
を
「（継

続
検
査

（構
造
等
変
更
検
査

）用

）」
に
、「継

続
検
査
以
外

」
を
「継

続
検
査

（構
造
等
変
更
検
査

）以
外

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
二
号
の
二
中
「自

動
車
継
続
検
査
申
請
書
用
納
税
証
明
印

」
を
「自

動
車
継
続
検
査

（構
造
等
変
更

検
査

）申
請
書
用
納
税
証
明
印

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
二
中
「第

７
条

」
を
「第

７
条
の
３

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
三
（
そ
の
一
）
及
び
様
式
第
百
二
十
三
号
の
三
（
そ
の
二
）
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

号外第14号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

分
割
基
準
総
数

本
県

分

「
人
員
総
数

本
市
町
村
分

分
割
基
準
総
数

本
県

分

「

」
」



 

（5）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第14号　　 
様
式
第
123号

の
３
（
そ
の
１
）

自
動
車
取
得
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
減
免
（
免
除
）
申
請
書

自
動
車
税

 
　
　
　
　
　
　
　
　
　

減免（免除）申請に係る自動車

主
た
る
定
置
場

 
円

 
年
度

自
動

車
税

 
円

 
年
度

自
動
車
取
得
税

費用

概要

設備の

構造又は

自
動
車
の
構
造
又
は
設

備
の
概
要
及
び
要
し
た

費
用

用
途

（
具
体
的
に
記
入
の
こ
と
。）

　
上
記
の
と
お
り
県
税
減
免
条
例
第
７
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
３
号
ま
で
，
第
７
条
の
２
，
第
８
条
の
３
第

３
号
か
ら
第
13号

ま
で
の
規
定
に
よ
つ
て
自
動
車
取
得
税
，
自
動
車
税
の
減
免
（
免
除
）
を
さ
れ
る
よ
う
事
実

を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
申
請
い
た
し
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

 
申
請
者
　
住
　
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
氏
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
�
　

　
宮
城
県
　
　
　
　
　
所
長
　
殿

　
円

税
額

 
年
度

減
免

（
免
除
）
年
度

自
動
車
取
得
税

※処
理
事
項

　
円

税
額

　
　
年
　
　
月
分
か
ら

減
免
開
始

年
月

自
動
車
税

 
年
　
　
月
　
　
日

取
得
年
月
日

登
録
（
車
両
）
番
号

氏
名

（
名
称
）

所　有　者
住

所

氏
名

使　用　者
住

所

型
式

車
名

形
状

種
別

定
員
及
び
積
載
量

車
台

番
号



号外第14号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （6）

様式第123号の３（その２）

　（注）１　申請に必要なもの

　　　　　�　身体障害者手帳等

　　　　　�　印鑑

　　　　　�　運転する方の運転免許証

　　　　　�　自動車検査証

　　　　２　身体障害者等が自ら運転するもの以外については，市町村長，福祉事務所長等の証明書を添付してください。

自動車取得税 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　減　免　申　請　書自 動 車 税 　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　宮城県　　　　　　　　　　　県税事務所長　殿 　　　　年　　月　　日　

　県税減免条例第７条第１項第４号，第７条の４第１項の規定によつて自動車取得税，自動車税を減免されるよう申請します。

 　　　　　　　年　　　月　　　日自 動 車 の
取得年月日

宮
宮城
仙台

自動車登録
（車両）番号

有　　　　　年　　月　　日　抹消・移転前 使 用 車
の減免の有無

等

宮
宮城
仙台

前 使 用 の
自動車の番号 無

〒 電話　　　　　　　　　　　　　　　　　
住 所（

申
請
者
）

納
税
義
務
者  （身体障害者等との関係）　　　　　　　

 �　　　　　本人・家族（　　　　　　　　　）　氏 名

主 た る 定 置 場

１　通　学　（園）　 ２　通　院　３　通　所　４　生　業
使 用 目 的

（ 通　学 （ 園 ）・ 通　院 ・ 通　所 ・ 勤務先 ）　

�
　

減
免
申
請
に
係
る
自
動
車  年度年 度自

動

車

取

得

税

構造又は
設 備自動車の構造又は

設備の概要及び要
し た 費 用 費 用

 円税 額

 円減 免 上 限

 円減 免 後 納 付 額

 年度年 度自

動

車

税

 円税 額

 円減 免 上 限

  円減免後納付額

納税義務者と同じ（異なる場合に記入）
住 所

納税義務者と同じ（異なる場合に記入）
氏 名

 年　　　月　　　日生　　　　歳生年月日

１　身体障害者手帳　２　戦傷病者手帳　

３　療育手帳　４　精神障害者保健福祉手帳

 宮城 ・ 仙台 ・ （　　　） 第 号

種 類 及 び
番 号

手

帳

等

 年　　　　月　　　　日交付年月日

障害の程度

障 害 名

�
　

運　
　

転　
　

す　
　

る　
　

者

納税義務者と同じ（異なる場合に記入）
住 所

納税義務者と同じ（異なる場合に記入）
氏 名

 年　　　月　　　日生生年月日

本人・常時介護者

家族（ ）
身体障害者等
と の 関 係

 　　　年　　　月　　　日交付年月日
運
転
免
許
証

 　　　年　　　月　　　日有 効 期 限

普通・中型・大型・その他（ ）種 類 及 び
条 件

�
　

身
体
障
害
者
・
戦
傷
病
者
・
知
的
障
害
者
・
精
神
障
害
者



　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
四
中
「第

７
条
の
３

」
を
「第

８
条
第
１
項

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 
（7）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第14号　　 

様
式
第
123号

の
５

 
第
　
　
　
　
　
号
　

 
年
　
　
月
　
　
日
　

　
　
　
　
 　
　
　
　
　
　
　
様

 
宮
城
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所
長
　
�
　

自
動
車
取
得
税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
動
車
税

 
　
 減
免
（
免
除
）
申
請
に
係
る
決
定
通
知
書

　
年
　
　
月
　
　
日
付
け
で
申
請
の
あ
つ
た
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
,下
記
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
通
知

し
ま
す
。

記

取
得

年
月

日
登

録
番

号

減
免
（
免
除
）
す
る
。
減
免
（
免
除
）
し
な
い
。

決
定

　
　
　
　
　
　
第
７
条
第
１
項
第
　
号

　
　
　
　
　
　
第
７
条
の
２
第
　
号

県
税
減
免
条
例
第
７
条
の
４
第
１
項
　
に
　
該
当
す
る
。

　
　
　
　
　
　
第
８
条
第
１
項
　
　
　
　
　
該
当
し
な
い
。

　
　
　
　
　
　
第
８
条
の
３
第
　
号

決
定

事
由

年
度

自動車取得税

課
税
標

準

当
初
税

額

減
免
（
免
除
）
額

減
免
（
免
除
）
後

の
額

年
度

自動車税

当
初
税

額

減
免
（
免
除
）
額

減
免
（
免
除
）
後

の
額

備
考

１
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

60日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

２
　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
た
後
に
，
審
査

請
求
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台

地
方
裁
判
所
に
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
次
に
掲
げ

る
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
を
経
る
こ
と
な
く
，
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。

�
　
審
査
請
求
を
し
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
。

�
　
処
分
，
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
じ
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る

と
き
。

�
　
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
。



　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
八
中
「様

式
第
123

   号
の
８

」
を
「様

式
第
123

   号
の
９

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
百
二

十
三
号
の
九
と
す
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
（
そ
の
二
）
中
「様

式
第
123

   号
の
７

（そ
の
２

）」
を
「様

式
第
123

   号
の
８

（そ
の
２

）」

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
百
二
十
三
号
の
八
（
そ
の
二
）
と
す
る
。

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
（
そ
の
一
）
中
「様

式
第
123

   号
の
８

（そ
の
１

）」
を
「様

式
第
123

   号
の
８

（そ
の
１

）」

に
、「第

７
条
の
４

」
を
「第

８
条
の
２

」
に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
百
二
十
三
号
の
八
（
そ
の
一
）
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「自
動
車
税

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
六
中
「様

式
第
123

   号
の
６

」
を
「様

式
第
123

   号
の
７

」
に
、 

免
除
申
請

 

自
動
車
取
得
税

　
　
　
　

　
　
　

「
自
動
車
取
得
税

済　

を　
　
　
　
　
　
　

減
免
申
請
済　

に
改
め
、
同
様
式
を
様
式
第
百
二
十
三
号
の
七
と
す
る
。

　

」　

　

自

動

車

税

 

　
　
　
　
　

」

　

様
式
第
百
二
十
三
号
の
五
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。

 

 

号外第14号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （8）



（9）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第14号　　 
様
式
第
123号

の
６

（
表
）

印



号外第14号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （10）
様
式
第
123号

の
６

（
裏
）



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
宮
城
県
県
税
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
五
号

　
　
　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

県
税
に
関
す
る
証
明
等
手
数
料
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
四
年
宮
城
県
規
則
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
自
動
車
税
継
続
検
査
用
納
税
証
明
書
自
動
発
行
機
」
を
「
自
動
車
税
継
続
検
査
・
構
造
等
変
更

検
査
用
納
税
証
明
書
自
動
発
行
機
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
三
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

四　

公
益
社
団
法
人
及
び
公
益
財
団
法
人
の
認
定
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
六
条
第

五
号
に
該
当
し
な
い
こ
と
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

　

市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
規
則
第
三
十
六
号

　
　
　

市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
宮
城
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
の
表
過
疎
地
域
振
興
事
業
貸
付
金
（
以
下
「
過
疎
振
興
資
金
」
と
い
う
。）
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

 

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
市
町
村
振
興
資
金
貸
付
規
則
第
二
条
の
規
定
は
、

平
成
二
十
二
年
度
以
降
の
年
度
の
予
算
に
係
る
市
町
村
振
興
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 
訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
号

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

附
属
機
関
の
役
職
に
充
て
る
職
員
の
指
定
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

別
表
宮
城
県
防
災
会
議
の
項
及
び
宮
城
県
国
民
保
護
協
議
会
の
項
中
「
出
納
長
」
を
削
り
、

議
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
子
ど
も
家
庭
課
長
」
を
「
保
健
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
長
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
特
定
鳥

 

（11）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第14号　　 

過
疎
地
域
振
興

事
業
貸
付
金
（

以
下
「
過
疎
振

興
資
金
」
と
い

う
。）

過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置

法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五

号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「

法
」
と
い
う
。）
第
十
二
条
第

一
項
各
号
に
掲
げ
る
施
設
の
整

備
事
業
及
び
知
事
が
過
疎
地
域

の
振
興
の
た
め
必
要
と
認
め
る

次
に
掲
げ
る
事
業

１　

公
共
施
設
の
整
備
事
業

２　

そ
の
他
知
事
が
特
に
必
要

と
認
め
る
事
業

過
疎
市
町
村（
法
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
公
示
さ
れ
た
市
町
村
を
い
う
。以
下
同

じ
。）
が
行
う
当
該
過
疎
市
町
村
の
区
域
（

法
第
三
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
過
疎

地
域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
を
そ
の
区
域
に
含

む
過
疎
市
町
村
に
あ
つ
て
は
、
当
該
過
疎
地

域
と
み
な
さ
れ
る
区
域
）の
振
興
の
た
め
の 

事
業
で
あ
る
こ
と
。

過
疎
市
町
村

「

土
木
部
長

」
を
「

土
木
部
長

会
計
管
理
者

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
交
通
安
全
対
策
会

獣
保
護
管
理
計
画
検
討
・
評
価
委
員
会
の
項
中
「

環
境
生
活
部
自
然
保
護
課

長農
林
水
産
部
農
産
園
芸
環

境
課
長

」
を

「

環
境
生
活
部
食
と
暮
ら
し

の
安
全
推
進
課
長
（
イ
ノ

シ
シ
部
会
に
限
る
。）

農
林
水
産
部
農
業
振
興
課

長
（
イ
ノ
シ
シ
部
会
に
限

る
。）



課
長
」
を
「
保
健
福
祉
部
子
育
て
支
援
課
長
」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
森
林
審
議
会
の
項
中

及
び
「
土
木
部
防
災
砂
防
課
長
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号

　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

保
健
所
の
職
員
の
任
命
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
二
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
項
中
「
分
掌
す
る
班
に
所
属
す
る
も
の
」
を
「
行
う
者
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
同
項
の
表
塩
釜
保
健

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号

　

単
純
労
務
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
を
こ
こ
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

単
純
労
務
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程

　

単
純
労
務
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
七
条
に
規
定
す
る
単
純
な
労

務
に
雇
用
さ
れ
る
職
員
を
い
う
。）
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
つ
い
て
は
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
条
例
（
平
成
七
年
宮
城
県
条
例
第
七
号
）
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
六
号

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
条
第
二
項
第
二
号
中
「
前
項
第
十
号
」
を
「
前
項
第
十
三
号
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
空
港
管
理
規
則

（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
四
十
四
号
）
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
同
規
則
に
定
め
る
第
一
類
営
業
者
が
地
方
航
空

局
長
の
承
認
を
受
け
て
徴
収
す
る
施
設
使
用
料
に
限
る
。」
を
「
空
港
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
十
六

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
指
定
空
港
機
能
施
設
事
業
者
が
国
土
交
通
大
臣
に
届
け
出
て
徴
収
す
る
旅
客

取
扱
施
設
利
用
料
）
又
は
旅
客
保
安
サ
ー
ビ
ス
料
（
国
内
の
空
港
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
成
田
国
際
空
港
株
式
会

社
が
徴
収
す
る
も
の
」
に
、「
に
相
当
す
る
」
を
「
又
は
旅
客
保
安
サ
ー
ビ
ス
料
に
相
当
す
る
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
職
員
等
の
旅
費
支
給
規
程
第
九
条
第
二
項

第
五
号
の
規
定
は
、
平
成
二
十
一
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
適
用
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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農
林
水
産
部
農
産
園
芸
環

境
課
長

農
林
水
産
部
林
業
振
興
課

長
（
ツ
キ
ノ
ワ
グ
マ
部
会

に
限
る
。）

農
林
水
産
部
森
林
整
備
課

長
（
ニ
ホ
ン
ジ
カ
部
会
に

限
る
。）

東
部
地
方
振
興
事
務
所
林

業
振
興
部
長
（
ニ
ホ
ン
ジ

カ
部
会
に
限
る
。）

林
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー

企
画
管
理
部
長

」
に
改
め
、
同
表
宮
城
県
青
少
年
問
題
協
議
会
の
項
中
「
保
健
福
祉
部
子
ど
も
家
庭

「

環
境
生
活
部
自
然
保
護
課

長

」
に
改
め
、
同
項
中
「
土
木
部
河
川
課
長
」

「

経
済
商
工
観
光
部
観
光
課

長農
林
水
産
部
農
林
水
産
総

務
課
長

農
林
水
産
部
農
村
振
興
課

長農
林
水
産
部
農
村
整
備
課

長

」
を

所
の
項
中
「

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所

」
を

「

仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

」
に
改
め
る
。



　
　
　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

勤
務
時
間
の
特
例
を
必
要
と
す
る
職
員
の
勤
務
時
間
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
五
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
、
第
五
条
の
二
及
び
第
五
条
の
三
」
を
「
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
三
項
中
「
の
う
ち
、」
の
下
に
「
職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
四
十

五
分
以
上
一
時
間
未
満
と
す
る
職
員
及
び
」
を
加
え
、「（
以
下
「
早
出
遅
出
勤
務
職
員
」
と
い
う
。）」
を
削
る
。

　

第
三
条
第
二
項
中
「
及
び
第
五
条
の
三
」
を
「
か
ら
第
五
条
の
四
ま
で
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
一
第
一
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

　　

別
表
第
二
第
一
号
を
削
り
、
同
表
第
二
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

 

第
三
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

第
四
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
午
後
零
時
か
ら
午
後
一
時
三
十
分
」
を
「
午
前

十
一
時
四
十
五
分
か
ら
午
後
一
時
四
十
五
分
」
に
、「
四
十
五
分
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
三

号
と
し
、
同
表
第
五
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」

に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
四
号
と
し
、
同
表
第
六
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

第
七
号
の
表
児
童
自
立
支
援
専
門
員
及
び
児
童
生
活
支
援
員
の
項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、
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「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で

」
を

「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で

」
に
改
め
、
別
表
第
一
第
二
号
の
表
中
「
四
十
時

間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で

」
を

「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で

」
に
改
め
る
。

「

日
勤

通
し
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

翌
日
午
前
八
時
三
十
分

ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で
、
午

後
六
時
十
五
分
か
ら
午

後
六
時
三
十
分
ま
で
及

び
午
後
十
時
か
ら
翌
日

午
前
五
時
ま
で

」
を

「

日
勤

通
し
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

翌
日
午
前
八
時
三
十
分

ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で
、
午
後
六
時
十

五
分
か
ら
午
後
六
時
四

十
五
分
ま
で
及
び
午
後

十
時
か
ら
翌
日
午
前
五

時
ま
で

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
一
号
と
し
、
同
表

「

早
番

遅
番

午
前
十
時
か
ら
午
後
六

時
四
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
七
時
三
十
分
ま

で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
一

時
四
十
五
分
ま
で

」
を

「

早
番

遅
番

午
前
十
時
か
ら
午
後
六

時
四
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
七
時
三
十
分
ま

で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で

午
後
一
時
か
ら
午
後
二

時
ま
で

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
二
号
と
し
、
同
表

「

日
勤

通
し
勤
務

夜
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
十
一
時
ま
で
及
び

翌
日
午
前
六
時
か
ら
午

前
九
時
ま
で

午
後
五
時
十
五
分
か
ら

午
後
十
一
時
ま
で
及
び

翌
日
午
前
六
時
か
ら
午

前
九
時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
十
五
分
か

ら
午
前
十
二
時
ま
で
及

び
午
後
六
時
か
ら
午
後

八
時
ま
で
の
間
に
四
十

五
分
間

午
後
六
時
か
ら
午
後
八

時
ま
で
の
間
に
四
十
五

分
間

」
を

「

日
勤

通
し
勤
務

夜
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
十
一
時
ま
で
及
び

翌
日
午
前
六
時
か
ら
午

前
九
時
ま
で

午
後
五
時
十
五
分
か
ら

午
後
十
一
時
ま
で
及
び

翌
日
午
前
六
時
か
ら
午

前
九
時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら
午
前

十
二
時
ま
で
及
び
午
後

六
時
か
ら
午
後
八
時
ま

で
の
間
に
一
時
間

午
後
六
時
か
ら
午
後
八

時
ま
で
の
間
に
一
時
間

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
五
号
と
し
、
同
表



項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
午
前
十
時
三
十
分
」
を
「
午
前
十
時
四
十
五
分
」
に
改
め
、

同
号
を
別
表
第
二
第
六
号
と
し
、
同
表
第
八
号
の
表
看
護
業
務
に
従
事
す
る
職
員
（
以
下
「
看
護
職
員
」
と
い
う
。）

の
う
ち
看
護
師
及
び
准
看
護
師
の
項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

 

中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、
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「

日
勤

遅
番

通
し
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら
午
後

七
時
四
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
十
一
時
ま
で
及
び

翌
日
午
前
六
時
か
ら
午

前
九
時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零

時
四
十
五
分
ま
で

午
後
四
時
十
五
分
か
ら

午
後
五
時
ま
で

午
前
十
一
時
十
五
分
か

ら
午
前
十
二
時
ま
で
及

び
午
後
六
時
か
ら
午
後

六
時
四
十
五
分
ま
で

」
を

「

日
勤

遅
番

通
し
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
八

時
四
十
五
分
ま
で

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
十
一
時
ま
で
及
び

翌
日
午
前
六
時
か
ら
午

前
九
時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
ま
で

午
後
四
時
十
五
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
か
ら
午
前

十
二
時
ま
で
及
び
午
後

六
時
か
ら
午
後
七
時
ま

で

」
に
改
め
、
同
表
調
理
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の

「

日
勤

準
夜

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
四
時
三
十
分
か
ら

翌
日
午
前
一
時
十
五
分

ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

四
十
五
分
間

四
十
五
分
間
と
し
、
そ

の
時
限
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
院
長
が
定
め

る
。

」
を

「

日
勤

準
夜

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
四
時
三
十
分
か
ら

翌
日
午
前
一
時
十
五
分

ま
で

午
前
十
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
一
時
三
十
分
ま

で
の
間
に
一
時
間

一
時
間
と
し
、
そ
の
時

限
は
、
業
務
の
実
情
に

応
じ
院
長
が
定
め
る
。

」
に
、

「

早
番

遅
番
Ａ

午
前
七
時
十
五
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

四
十
五
分
間

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
十
五
分
ま
で

を

「

早
番

遅
番
Ａ遅

番
Ｂ

午
前
七
時
十
五
分
か
ら

午
後
四
時
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
九
時
三
十
分
ま

で

午
前
十
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
一
時
三
十
分
ま

で
の
間
に
一
時
間

午
後
零
時
三
十
分
か
ら

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

の
間
に
四
十
五
分
間
及

び
午
後
四
時
三
十
分
か

ら
午
後
五
時
三
十
分
ま

で
の
間
に
十
五
分
間

午
後
四
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
三
十
分
ま
で

」
に
改
め
、
同
表
看
護
職
員
の
う
ち
看
護
助
手
の
項

「

日
勤

遅
番
Ａ遅

番
Ｂ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
九
時
三
十
分
ま

で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

四
十
五
分
間

午
前
十
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
一
時
十
五
分
ま

で
の
間
に
四
十
五
分
間

午
後
四
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
四
十
五
分
ま

で
の
間
に
四
十
五
分
間

」
を

遅
番
Ｂ

午
後
零
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
九
時
三
十
分
ま

で

午
後
四
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
四
十
五
分
ま

で
の
間
に
四
十
五
分
間

」

「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

四
十
五
分
間

」
を

「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
零
時
三
十
分
ま

で

」
に
、

「

遅
番

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
一
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
十
五
分
ま
で

」
を

「

遅
番

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
三
十
分
か
ら

午
後
一
時
三
十
分
ま
で

」
に
改
め
、
同
表
保
育
士
及
び
児
童
指
導
員
の
項
中



項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

項
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

 

第
九
号
中
「
国
際
政
策
課
」
を
「
国
際
経
済
・
交
流
課
」
に
改
め
、
同
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四

第
十
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
午
後
五
時
」
を
「
午
後
四
時
四
十
五
分
」
に
改

め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
九
号
と
し
、
同
表
第
十
一
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、

十
号
と
し
、
同
表
第
十
二
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、
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「

日
勤

遅
番
Ａ遅

番
Ｂ

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
四
十
五
分
か

ら
午
後
九
時
三
十
分
ま

で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

一
時
間

午
前
十
一
時
四
十
五
分

か
ら
午
後
一
時
四
十
五

分
ま
で
の
間
に
四
十
五

分
間
及
び
午
後
四
時
三

十
分
か
ら
午
後
五
時
三

十
分
ま
で
の
間
に
十
五

分
間

午
後
四
時
十
五
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

」
に
改
め
、
同
表
調
理
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の

「

早
番

遅
番

午
前
五
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
十
五
分
か

ら
午
後
八
時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

一
時
間

午
後
二
時
十
五
分
か
ら

午
後
三
時
四
十
五
分
ま

で
の
間
に
一
時
間

」
に
改
め
、
同
表
訓
練
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の

「

日
勤

遅
番

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
十
五
分
か
ら

午
後
一
時
ま
で

同

」
を

「

日
勤

遅
番

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
時
三
十
分
か
ら

午
後
七
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
十
分
か
ら
午

後
一
時
十
分
ま
で

午
後
零
時
十
分
か
ら
午

後
一
時
十
分
ま
で
の
間

に
四
十
五
分
間
及
び
午

後
四
時
三
十
分
か
ら
午

後
五
時
三
十
分
ま
で
の

間
に
十
五
分
間

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
七
号
と
し
、
同
表

十
五
分
」
に
、 「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

四
十
五
分
間

」
を

「

日
勤

午
前
八
時
三
十
分
か
ら

午
後
五
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
三
十
分
か

ら
午
後
一
時
三
十
分
ま

で
の
間
に
一
時
間

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
八
号
と
し
、
同
表

「

航
行
中

一
日
に
つ
い
て
八
時
間

と
し
、そ
の
割
振
り
は
、

課
長
の
承
認
を
得
て
船

長
が
定
め
る
。

四
十
五
分
間
と
し
、
そ

の
時
限
は
、
課
長
の
承

認
を
得
て
船
長
が
定
め

る
。

な
し

」
を

「

航
行
中

一
日
に
つ
い
て
七
時
間

四
十
五
分
と
し
、
そ
の

割
振
り
は
、
課
長
の
承

認
を
得
て
船
長
が
定
め

る
。

一
時
間
と
し
、
そ
の
時

限
は
、
課
長
の
承
認
を

得
て
船
長
が
定
め
る
。

な
し

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第

「

航
行
中
（
操
業
期
間
中
を
除
く
。）操

業
期
間
中停

泊
中

一
日
に
つ
い
て
八
時
間

と
し
、そ
の
割
振
り
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
船

長
が
定
め
る
。

一
日
に
つ
い
て
八
時
間

以
上
十
六
時
間
以
内

（
公
務
上
臨
時
の
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
二
日

に
つ
い
て
十
六
時
間
以

上
三
十
二
時
間
以
内
）

と
し
、そ
の
割
振
り
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
船

長
が
定
め
る
。

一
日
に
つ
い
て
八
時
間

以
内
と
し
、
そ
の
割
振

り
は
、
業
務
の
実
情
に

応
じ
船
長
が
定
め
る
。

四
十
五
分
間
と
し
、
そ

の
時
限
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
船
長
が
定
め

る
。

一
日
に
つ
い
て
少
な
く

と
も
八
時
間
（
公
務
上

臨
時
の
必
要
が
あ
る
と

き
は
、
二
日
に
つ
い
て

少
な
く
と
も
十
六
時

間
）
と
し
、
そ
の
時
限

は
、
業
務
の
実
情
に
応

じ
船
長
が
定
め
る
。

勤
務
時
間
が
六
時
間
を

超
え
る
場
合
四
十
五
分

間
と
し
、そ
の
時
限
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
船

長
が
定
め
る
。

な
し

な
し

航
行
中
を
含
む

四
週
間
を
通
じ

八
日

」
を

「

早
番

遅
番

午
前
五
時
三
十
分
か
ら

午
後
二
時
十
五
分
ま
で

午
前
十
一
時
十
五
分
か

ら
午
後
八
時
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一

時
三
十
分
ま
で
の
間
に

四
十
五
分
間

午
後
二
時
十
五
分
か
ら

午
後
三
時
四
十
五
分
ま

で
の
間
に
四
十
五
分
間

」
を



十
一
号
と
し
、
同
表
第
十
三
号
の
表
中
「
四
十
時
間
」
を
「
三
十
八
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
午
後
零
時
四
十
五
分
」

を
「
午
後
一
時
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第
十
二
号
と
す
る
。

　

別
表
第
三
第
一
号
の
表
中

 

第
十
二
号
と
し
、
同
表
第
十
号
の
表
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」

に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
十
一
号
と
し
、
同
表
第
九
号
の
表
中
「
午
後
五
時
」
を
「
午
後
四
時
四
十
五
分
」
に
改

め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
十
号
と
し
、
同
表
第
八
号
の
表
中
「
四
十
五
分
間
」
の
下
に
「
及
び
午
後
三
時
か
ら
午
後
五

時
ま
で
の
間
に
十
五
分
間
」
を
加
え
、
同
号
を
別
表
第
三
第
九
号
と
し
、
同
表
第
七
号
の
表
中
「
午
後
零
時
か
ら
午
後

一
時
ま
で
の
間
に
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
八
号
と
し
、
同
表
第
六
号
の
表
中

「
午
後
零
時
十
五
分
」
を
「
午
後
零
時
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
七
号
と
し
、
同
表
第
五
号
の
表
電
話
交
換
の

業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
、
同
表
夜
間
に
お
い
て
土
地
の
取
得
等
に
伴

う
交
渉
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
所
長
が
命
ず
る
職
員
の
項
中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
、

「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
六
号
と
し
、
同
表
第
四
号
の
表
中
「
午
後
零
時
四
十

五
分
」
を
「
午
後
一
時
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
五
号
と
し
、
同
表
第
三
号
の
表
中

第
四
号
と
し
、
同
表
第
二
号
の
表
県
税
の
賦
課
、
徴
収
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
項
中
「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時

間
」
と
し
、
同
表
夜
間
に
お
い
て
県
税
の
徴
収
、
相
談
等
の
業
務
に
従
事
す
る
職
員
の
う
ち
所
長
が
命
ず
る
職
員
の
項

中
「
八
時
間
」
を
「
七
時
間
四
十
五
分
」
に
、「
四
十
五
分
間
」
を
「
一
時
間
」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三
第
三
号

と
し
、
同
表
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

二　

公
文
書
館
に
勤
務
す
る
職
員

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

号外第14号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （16）

「

航
行
中
（
操
業
期
間
中
を
除
く
。）操

業
期
間
中停

泊
中

一
日
に
つ
い
て
七
時
間

四
十
五
分
と
し
、
そ
の

割
振
り
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
船
長
が
定
め

る
。

一
日
に
つ
い
て
七
時
間

四
十
五
分
以
上
十
五
時

間
三
十
分
以
内
（
公
務

上
臨
時
の
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
二
日
に
つ
い

て
十
五
時
間
三
十
分
以

上
三
十
一
時
間
以
内
）

と
し
、そ
の
割
振
り
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
船

長
が
定
め
る
。

一
日
に
つ
い
て
七
時
間

四
十
五
分
以
内
と
し
、

そ
の
割
振
り
は
、
業
務

の
実
情
に
応
じ
船
長
が

定
め
る
。

一
時
間
と
し
、
そ
の
時

限
は
、
業
務
の
実
情
に

応
じ
船
長
が
定
め
る
。

一
日
に
つ
い
て
少
な
く

と
も
八
時
間
三
十
分

（
公
務
上
臨
時
の
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
二
日

に
つ
い
て
少
な
く
と
も

十
七
時
間
）
と
し
、
そ

の
時
限
は
、
業
務
の
実

情
に
応
じ
船
長
が
定
め

る
。

勤
務
時
間
が
六
時
間
を

超
え
る
場
合
一
時
間
と

し
、
そ
の
時
限
は
、
業

務
の
実
情
に
応
じ
船
長

が
定
め
る
。

な
し

な
し

航
行
中
を
含
む

四
週
間
を
通
じ

八
日

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
二
第

「

Ａ
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

十
五
分
ま
で

四
十
五
分
間
と
し
、そ
の
時
限
は
、

業
務
の
実
情
に
応
じ
室
長
が
定
め

る
。

」
を

「

Ａ
勤
務

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

十
五
分
ま
で

一
時
間
と
し
、
そ
の
時
限
は
、
業

務
の
実
情
に
応
じ
室
長
が
定
め

る
。

」
に
改
め
、
別
表
第
三
第
十
一

号
の
表
中

「

航
行
中停

泊
中

出
港
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

入
港
日
の
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

の
間
で
、
一
日
に
つ
い
て
八
時
間

と
し
、
そ
の
割
振
り
は
、
勤
務
の

実
情
に
応
じ
所
長
の
承
認
を
得
て

船
長
が
定
め
る
。

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

十
五
分
ま
で

四
十
五
分
間
と
し
、そ
の
時
限
は
、

所
長
の
承
認
を
得
て
船
長
が
定
め

る
。

午
後
零
時
か
ら
午
後
零
時
四
十
五

分
ま
で

」
を

停
泊
中

四
十
五
分
と
し
、そ
の
割
振
り
は
、

勤
務
の
実
情
に
応
じ
所
長
の
承
認

を
得
て
船
長
が
定
め
る
。

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

十
五
分
ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三

「

Ａ
勤
務

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
六
時

ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
零
時
四
十
五

分
ま
で

」
を

「

Ａ
勤
務

午
前
九
時
十
五
分
か
ら
午
後
六
時

ま
で

午
後
零
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で

」
に
改
め
、
同
号
を
別
表
第
三

適　
　

用　
　

職　
　

員

館
長
が
命
ず
る
職
員

勤　
　

務　
　

時　
　

間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時

十
五
分
ま
で

休　
　

憩　
　

時　
　

間

一
時
間
と
し
、
そ
の
時
限
は
、
業

務
の
実
情
に
応
じ
館
長
が
定
め

る
。

「

航
行
中

出
港
日
の
午
前
八
時
三
十
分
か
ら

入
港
日
の
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

の
間
で
、
一
日
に
つ
い
て
七
時
間

一
時
間
と
し
、
そ
の
時
限
は
、
所

長
の
承
認
を
得
て
船
長
が
定
め

る
。



〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
八
号

　

職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

職
員
服
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

職
員
服
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
及
び
第
五
条
の
二
第
三
項
中
「
午
後
零
時
四
十
五
分
」
を
「
午
後
一
時
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
四
中
「
前
三
条
」
を
「
第
五
条
か
ら
前
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
五
と
す
る
。

　

第
五
条
の
三
第
一
項
中
「
及
び
前
条
第
二
項
」
を
「
、
第
五
条
の
二
第
二
項
及
び
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
及
び
前
条
第
三
項
」
を
「
、
第
五
条
の
二
第
三
項
及
び
前
条
第
二
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
の
四
と
し
、

第
五
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
休
憩
時
間
変
更
職
員
の
勤
務
時
間
）

第
五
条
の
三　

職
員
勤
務
時
間
条
例
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
休
憩
時
間
を
四
十
五
分
以
上
一
時
間
未
満
と
す
る

職
員
（
以
下
「
休
憩
時
間
変
更
職
員
」
と
い
う
。）
の
勤
務
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
第
一
項
及
び
前
条
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で
の
間
で
割
り
振
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
り
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
中
に
置
く
休
憩
時
間
は
、
第
五
条
第
二
項
及
び
前
条
第
三
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
午
後
零
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
の
間
で
別
に
定
め
る
。

　

附
則
第
三
項
及
び
附
則
第
四
項
中
「
任
期
付
短
時
間
勤
務
職
員
」
の
下
に
「
、
休
憩
時
間
変
更
職
員
」
を
加
え
る
。

　

附
則
第
九
項
を
附
則
第
十
二
項
と
し
、
附
則
第
八
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

　

（
休
憩
時
間
変
更
職
員
の
勤
務
時
間
の
特
例
）

９　

仙
台
市
内
の
通
勤
通
学
時
に
お
け
る
交
通
混
雑
に
対
処
す
る
た
め
、
当
分
の
間
、
本
庁
に
勤
務
す
る
休
憩
時
間
変

更
職
員
の
勤
務
時
間
は
、
第
五
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則
第
六
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
午
前
九
時
か
ら
午
後
五

時
四
十
五
分
ま
で
の
間
で
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

通
勤
の
た
め
鉄
道
を
利
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
休
憩
時
間
変
更
職
員
に
つ
い
て
、
勤
務
の
開
始
を
午
前
八
時

10
三
十
分
と
し
て
割
り
振
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
鉄
道
の
運
行
時
間
の
事
情
の
た
め
当
該
勤
務
時
間
の
開
始
が
著
し

い
負
担
を
伴
う
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
第
五
条
の
三
第
一
項
及
び
附
則
第
七
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
四
十
五
分
ま
で
の
間
で
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

前
二
項
の
勤
務
時
間
中
に
置
く
休
憩
時
間
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
三
第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

11
 

　

様
式
第
四
号
（
表
）
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　

 

（17）　 平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 号外第14号　　 
 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

集
　
　
　
　
　
計

「

 
時
　

年
　
　
休



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
様
式
（
裏
）
中

 

 

号外第14号　平成22年３月31日　水曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （18）
 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

」
 

日
　

出
　
　
張

集
　
　
　
　
　
計

「

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

　
　
　
　
　
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

　
　
　
　
　
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

　
　
　
　
　
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

　
　
　
　
　
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

　
　
　
　
　
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

　
　
　
　
　
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

」
　
　
日

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

「

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

「

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

 
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日
　
　
　
　
　
　

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

 
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日
　
　
　
　
　
　

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を 

に
改
め
る
。　
　
　

　

様
式
第
五
号
中
「時

間

」
を
「時

間
分

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
九
号

　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

文
書
規
程
（
昭
和
四
十
三
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
の
二
第
四
号
中
「
総
合
文
書
シ
ス
テ
ム
と
連
携
し
、」
を
削
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
政
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

政
策
課

　

別
表
第
一
第
二
号�
中　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

評
価
第　
　
　
　

号　
　
　
　

行
政
評
価
室
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
総
交
第　
　
　
　

号　
　
　
　

総
合
交
通
対
策
課

「
政
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

政
策
課
」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

土
対
第　
　
　
　

号　
　
　
　

土
地
対
策
課　
　

」

「
総
交
第　
　
　
　

号　
　
　
　

総
合
交
通
対
策
課
」
に
、「
介
保
第　
　
　
　

号　
　
　
　

介
護
保
険
室
」
を

「
ね
ん
り
ん
第　
　

号　
　
　
　

ね
ん
り
ん
ピ
ッ
ク
推
進
室
」
に
、

「
子
第　
　
　
　
　

号　
　
　
　

子
ど
も
家
庭
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
「
子
育
て
第　
　
　

号　
　
　
　

子
育
て
支
援
課
」
に
、

　

子
育
第　
　
　
　

号　
　
　
　

子
育
て
支
援
室
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
新
産
第　
　
　
　

号　
　
　
　

新
産
業
振
興
課

「
新
産
第　
　
　
　

号　
　
　
　

新
産
業
振
興
課
」
を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

自
振
第　
　
　
　

号　
　
　
　

自
動
車
産
業
振
興
室
」

「
産
立
第　
　
　
　

号　
　
　
　

産
業
立
地
推
進
課

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

仙
整
第　
　
　
　

号　
　
　
　

仙
台
北
部
工
業
団
地
整
備
室
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
国
政
第　
　
　
　

号　
　
　
　

国
際
政
策
課

「
産
立
第　
　
　
　

号　
　
　
　

産
業
立
地
推
進
課
」
に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
経
第　
　
　
　

号　
　
　
　

国
際
経
済
課
」

「
国
際
第　
　
　
　

号　
　
　
　

国
際
経
済
・
交
流
課

 

に
、　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

海
外
第　
　
　
　

号　
　
　
　

海
外
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
室
」

「
仙
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所

 

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

仙
保
福
塩
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
塩
釜
総
合
支
所
」

「
仙
保
福
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
保
健
福
祉
事
務
所
」
に
、

「
仙
ダ
総
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所

 

を　
　
　
　
　
　
　

　

仙
ダ
総
樽
第　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
樽
水
ダ
ム
管
理
事
務
所
」

「
仙
ダ
総
第　
　
　

号　
　
　
　

宮
城
県
仙
台
地
方
ダ
ム
総
合
事
務
所
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
十
号

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

宮
城
県
県
税
事
務
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
三
項
中
「
出
納
長
」
を
「
会
計
管
理
者
」
に
改
め
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

附　

則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
告

示
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勤

 
日
　

出
　
　
張

 
時
　

年
　
　
休

 
日
　
　
時
　

病
　
　
休

 
日
　
　
時
　

特
　
　
休

 
日
　
　
時
　

介
　
　
休

 
件
　
　
時
　

欠
　
　
勤
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日
　

出
　
　
張

 
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日
　
　
　
　
　
　

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

 
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日
　
　
　
　
　
　

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

 
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

　
　
日
　
　
　
　
　
　

出
　
　
張

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

年
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

病
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
分

特
　
　
休

　
　
日
　
　
時
間
　
　
　

介
　
　
休

 
時
間
　
　
分

欠
　
　
勤

」
　
　
日
　
　
　
　
　
　

出
　
　
張



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
五
号

　

全
国
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
に
相
模
原
市
を
加
え
る
も
の
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
全
国
自

治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
三
条
第
二
号
中
「
岡
山
市
」
の
下
に
「
、
相
模
原
市
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
六
号

　

関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
を
設
け
る
地
方
公
共
団
体
に
相
模
原
市
を
加
え
る
も
の
と
し
、
こ
れ

に
伴
い
関
東
・
中
部
・
東
北
自
治
宝
く
じ
事
務
協
議
会
規
約
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
た
。

　
　

平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

第
三
条
第
二
号
中
「
横
浜
市
」
の
下
に
「
、
相
模
原
市
」
を
加
え
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
約
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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